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地 方 自治体に お ける幼保
一

元 化 の 取り組 み

　　　　　一 現状を踏ま えた課題 の 析出一

　　丹 治恭 子

（筑波 大 学大 学 院 ）

1 ．はじめ に

　1990 年代か ら， 全国各地 で地 方自治体に よる幼保
一

元化の 動 きが 見 られ る よ うに なっ て い る。従来の 就学前

保育 ・教育制度の 二 元体制を超える試み として ，幼保
一

元化 の 実践が行 われ て い るの で ある。

　 こ う した 地方自治体 に よ る幼保
一

元 化 の 取 り組みの

際に は，幼稚園と保育所 とい う二 つ の 異なる制度を
一

元

化 する故に，様々 な側面にお け る問題が生 じる こ とにな

る。実際，幼保
一

元 化に 取 り組む 自治体は ， これらの困

難な 問題 の 解決を 目指 して，様々 な方策を模索 してい る。

こ の よ うに ， 幼保
一

元化の 取り組みにお い ては ，
「問題と

その 解決」 が実践的課題として 浮上 して い る の で あ り，

ま た ， そ れゆえにそれが研究的な課題と して も意味を も

つ もの と考えられる。

　 こ うした地 方 自治体 に よる幼保
一

元化 の 取 り組 み に

つ い ては ， 森 田（2000）や 吉田（2003）の 研究が 見られ るが，

幼保
一

元化 の 実践の 際に 自治体が 直面す る問題 に っ い て

整理 した もの は 見当た らない。

　そ こ で 本報告で は，就 学前保 育 ・教育に 関す る全国的

な 動向 を伝える情報誌 『遊育』を対象とし，幼保
一
元化

に つ い て 取 り上げた 記事を整理 す るこ とを通じて，幼保

一
元化の 実践が 取 り組 まれ るよ うに なっ た経緯，および

社会的背景を明らか に して い く。 ま た，そ の 過程で，幼

保
一

元化の実践を行 う際に地方 自治体が直面する問題 に

つ い て も検討 してい く、

　本報告で使用するデータ は ， 幼保
一
元化の 実践が増加

した 1994年以降の 『遊育』の 内 ， 入 手 で きた もの を使

用 した 。 発行年， 号は以下の 通 りである。

幼児教育研究会 21　 『遊育』　　　 1994No ．6・11，

1995No．3　No．16・24，1996　No ．1・24
，

1997　No．2−24，

1998No ．1No．3・24，1999　No．1・24　2000　No，1・24，

2002No．2・24，2003　No，1−9　No ．18・19

2 ，幼保
一
元化を促す社会的 ・制度的背景

　まず，『遊育』 の 記事を も とに ， 地方自治体に よる幼

保
一

元化の 実践の 背景につ い て検討しtc。 ここで 明らか

に なっ たの は，以下の 点 で あ る 。 まず
一

つ 目は，1990

年代には少子化や女性 の 社会進出 とい っ た社会の 変化を

受けて，幼稚園の 機能を日繝 等の 面で 保育所化す る とい

う 「幼稚園の 保育所化」，及び規制緩和を受け，保育所 を

制度的に幼稚園に 近づ け る とい う 「保 育所 の 幼稚園化」

が行われ，幼稚園と保育所が機能 や役割の 点で歩み 寄る

動きが見られた こ とで ある。また，二 つ 目と して，「構造

改革」 として 行われは じめた地方分権や規制緩和の 流れ

の 中で ，幼保
一

元化の 議論が活発化し，「共用化等に関す

る指針」 の 通知が出され るな ど，地 方自治体にお ける幼

保
一

元化 の 実践を促すよ うな政治上，行政施策上 の 動 き

が生 じたこ とで ある。

　 この よ うに，1990年代の 地方自治体による幼保
一
元

化の 取 り組 み の 背景に は，少子 化や女性 の 社会進出とい

っ た社会変化か ら生 じ た幼稚 園 と保育所 の 歩み 寄 りや

「構造改革」 を背景と した政治上 ， 行政施策上の 動きが

あ っ た の で あっ た 。

3．各地方自治体による幼保
一

元化へ の取 り組み

　 こ うした背景を踏まえ、ここで は ， 地方自治体の 実践

の 取り組み の 内実につ い て検討する， まず， 『遊育』に取

り上げられた幼保
一

元化実践 に関する記事を表 1の よ う

に整理 した 。 これ は ， 各地方自治体の 取り組みを時系列

順に並べ 直し，実践の 内容 ご とに分類 した もの で ある 。

表 1 ：1990年代以降の 地方自治体 に よる幼保
一
元化実践

の 取り組み 状況

保育 ・教育活動に 関わる一元化幼保
一

元

化

鰓

所管
囎保育

教育

飜

鯲

鰓
民殴

民営

公 設

民営

公設
公 営

1996 1 （1）＊

199711 2

199811 （1）串 1

199912 1

2000 2 31 1

2001 5 〔3）＊ 2（1）絆 1 2

200278 （4）＊ 17 （1》絆 314

2CO343 （1）串 17 （1）麟 1 4

計 1423 （10）＊ 219 （3）林 8113

注） ＊ 括弧内は他 の 実践に取 り組ん で い る自治体数

　 ＊ ＊ 括弧内は既に施設 を開設 して い るが，異な る

　　　　形態の施 設 を新たに構想 して い る 自治体数

　　　　　　　　　 『遊育』 1995．3〜2003．9 よ り作成

それで は，こ の 表の 分類 に基 づ い て，地方自治体の 取

り組み の 実際を 見 てい くこ ととす る。

3−L 所管の一元 化

　幼稚園と保育所の 所管の
一

元化は，表 1に示 した よ う

に，1990年 代 後 半以 降に お い て増加 傾向が最も顕著な 実

践で ある。しか し，
一

口 に 「所管の
一
元化 」とい っ て も，

自治体内に幼稚園の 設置主体が公 私立両方ある場合と公
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立の み の 場 合，そ して私 立の み の 場合で，状況が大きく

変わ っ て く る。

　 例 えば，熊本 県 山鹿 市や 愛知 県豊 田 市等の 公 私立 とも

に ある 自治体で は，新た な課を設置 し て 所管の
一

元化を

実施して い た。また，新潟県柏崎市や群馬県太 田市等の

私立幼稚園の みの 自治体で は，幼稚園か保育所か 既存の

どち らか
一
方の 所管に，もう片方を移管す る傾向に あ っ

た。 他 に も，香川県池田市や神奈川県箱根町等の 公 立幼

稚園の み の 自治体で は ， 所管の
一

元化が
一

元 化施設創設

と結び つ い て い た の であ っ た。

　また，こ れらの 所管の 厂 元化に取 り組む自治体の 中に

は ， 所管の
一

元 化を幼保
一

元 化実践に取 り組む 契機 と し

て い るとこ ろもい くつ か見 られた 。 所管の
一

元化 が，他

の 幼保
一

元化の 取り組みへ の
一

つ の 足掛か りとなっ て い

る様子 が窺えた の で ある 。

3−2，保育 ・教育活動の
一

元化

　次に，幼保
一

元化実践として保育 ・教育活動 に直接関

わる
一

元化 に取 り組 ん でい る 自治体につ い て見 て い く。

表 1に示 した よ うに，こ の 保育・教育活動の
一

元化に取

り組 ん で い る 自治 体は，幼 ・
保共通 の 保育 ・

教育課程 を

作成 ・実施 して い る 自治体，施設 の
一

元化 に取 り組 んで

い る 自治体の 二 つ に 分け る こ とが で きる。
・

3−−2−1．保育 ・教育課 程の
一

元化

　幼保
一

元化の 実践 と して，保育 ・教育課 程の
一

元化を

行 っ て い る自治体に は，東京都台東区 と宮城県東和町の

二 つ が あ る。 これ らの 自治体には，就学前の 子 ども達を

幼保の 区別の ない 「地域の 子 ども」 「町 の 子 ども」と して

捉え，そ うした立場か らの 保育・教育を実現する ために，

幼稚園と保育所共通の 保育 ・教育課程 の 作成 ・実施を行

っ て い る様子 が 見 て 取れ たの で あ っ た。

3−2−2．施設の
一

元化

　表 1で示 したように，1990 年代以 降に，施設を用い

た幼保
一
矛化を構想 ・実施 して い る自治体は，3串に も上

っ てい る。こ うした施設創設を試 み る 自治体が直面する

問題が，設置主体や運営主体の 決定で ある。
．
そ こで こ こ

で は，施設創設
・
運営の動きを設置

・
運営主体別 に分類

し，それぞれの 具体的な取り組みにつ い て明らか にして

い く。

  民設民営による幼保 r 元化施設

　 民設 民 営の施設 の創設を試み る 自治体の 取 り組み と

して 見られるの が，保育所の経営に乗 り出す私立幼稚園

へ 地方自治体が支攘するとい う方法で ある。 それぞれの

実施方法は異なる もの の，東京都世田谷区 や宮城県仙台

市 ， 福岡県福岡市等は私立幼稚園を活用した保育所創設

に積極的に取 り組ん でい る。こ うした地方自治体に共通

して い える こ とは，い ずれ   自治体も都市部であ り，保

育所待機児童 を抱え て い る とい う点で ある 。 これ らの 取

り組みの 目的は，全て がそ うだ とい う訳で はない が、幼

保 一
元化 で は な く， 待機児童を収容する機関の 拡大 と考

え られ る 。 すなわ ち，これ らの 取 り組みは，結果として

の 幼保
一

元 化 とい うこ とが で き るの で ある。

  公設 民 営 に よ る幼保
一

元 化施設

　現在の とこ ろ，数とし て は多くない が，公設民営方式

に よる施設創設の 取 り組み も 岡 山県 岡 山市や 東京都 品川

区に おい て 開始され て い る。 例 えば，岡 山 市で は市 が施

設を整備 し，市内の 学校法人が幼稚園 を，社会福祉法人

が保育所を設置運営する方法を取っ て い る。また，品川

区 で は区が設置す る保育所と幼稚園の 合築施設の 運営を，
区内の 私立幼稚園長有志が設 立する特定非営利活動法人

（NPO ＞に委託する とい う方法が構想されてい る。こ の

よ うに公 設民営に よる施設設置の 際には，運営の 委託先

も大きな問題 とな るの で ある。

』

  公 設公 営に よ る幼保一
元化施設

　公 設公営に よ る一
元化施設 の 創設は，表 1で 示 したよ

うに，現段階で は，幼保
一

元化実践として最も発展 し，
普及した形で ある とい える。

　しか し，この 公 設公 営の 幼保
一

元 化施設 の 姿にそれ ぞ

れ 全 く異なっ て お り，

一
様 で は ない

。 例 えば，既に幼葆
一

元化施設 を創設
L
運営して い る神奈川県秦野市で は，

幼稚園の 空 き教 室 を活用 して 保育所を併設 した幼保
一

元

化施設 を創設 して い る が，施設の 内部で は ， 幼稚園部分

と保育所部分が 区別され，園児の 集団編成 もは っ き り分

かれ て い る。

一
方，福井県松岡町で は，町内の 就学前保

育・教育体制の 改革を行い ，就学然の 子 ども
’
全て を対象

とした施設 を創設 レてい る。そ して，施設だ けで な く，
職員，

』
園児の 集団編成，・保育 ・教育費用 に つ い て も

一
元

化を図っ て い る。こ の よ うに ，公 設公 営の 幼保
一

元 化施

設で は，施設の 設置 ・運営の 問題だけでな く，保育 ・教

育活動に関わ る新たな問題が浮上 して い るとい える。

4 ．お わ りに

　 この よ うに，幼保二 元体制を超え るべ く実施されてい

る地方自治体の 幼保
一

元 化の 取 り組み で は，所 管や 保

育 ・教育内容，施設の 創設 とい っ た点に おい て，さま ざ

まな問題が浮上 して い る。そ して 各自治体は，．こ う した

課 題に対 し，種 々 の 解決策を用い て 対処 して い る。本報

告 では詳述で きない が，幼保
一

元 1匕の 実践を行 うために

は
一

つ
一

つ の 課題を解決す るこ とが木可欠であ り，そ

の解決策に こそ，従来の二 元体制を超えた新たな保育 ・

教育施設の 姿が 現れる もの と考えられ る a

　　　　　　　　　　 I
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